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保
科
肥
後
守
由
緒
之
事 

問
曰
、
保
科
肥
後
守
殿
と
申
た
る
御
人
の
儀
は
、
台
徳 

院
様
の
御
子
様
と
有
之
に
お
い
て
は
、
御
紛
れ
無
御
座 

候
得
共
、
御
別
腹
故
、
御
䑓
様
の
御
手
前
を
被
思
召
候 

を
以
て
、
於
親
許
御
穏
便
成
御
誕
生
故
、
世
上
へ
も
相
知
れ 

不
申
候
由
に
も
申
候
、
又
一
説
に
は
、
御
母
儀
、
肥
後
守
殿
を
懐 

妊
の
内
に
、
保
科
正
光
と
申
た
る
人
の
方
へ
再
縁
あ
ら 

れ
候
故
、
中
将
殿
に
は
信
州
高
遠
の
於
城
内
御
出
生
と
も 

申
觸
候
、
此
両
説
慥
に
相
知
れ
不
申
候
、
其
許
に
は
如
何 

被
聞
及
候
哉
、
答
曰
、
故
保
科
中
将
正
之
と
申
た
る 

御
人
の
儀
は
、
秀
忠
将
軍
様
の
御
息
男
様
と
申
に 

相
違
は
無
御
座
御
事
に
候
、
然
共
、
其
許
被
申
候
通
に 

御
䑓
様
に
は
唯
大
か
た
な
ら
ず
、
御
嫉
妬
深
く
御
座
候
に
付
、 

中
将
殿
御
出
生
、
御
成
長
の
次
第
共
に
、
殊
の
外
御
穏 

便
な
る
御
様
子
と
相
聞
へ
候
、
去
に
依
て
世
上
に
て
委
細
を 

存
知

た
る
者
も
稀
成
由
に
候
、
我
等
儀
は
子
細
有
之
、
能
々
承 

傳
へ
罷
在
事
に
候
、
ま
づ
中
将
殿
の
御
母
儀
と
申
は

、
後
に
は
常
光 

院
殿
と
申
候
御
人
の
儀
は

、
北
条
氏
直
の
近
士
に
神
尾
某
と
申
者
有
之
、 

小
田
原
没
落
の
已
後
、
北
条
家
の
侍
共
、
餘
多
御
家
へ
被 

召
出
候
に
付
、
神
尾
儀
も
御
奉
公
願
ひ
の
御
帳
面
に
は
付
候 

得
共
、
被
召
出
も
無
之
、
浪
人
に
て
罷
在
候
が
、
壱
人
の

娘
を
持
候
を
、 

其
頃
井
上
主
計
殿
の
御
母
儀
に
世
上
に
於
て 

御
う
ば
様
と
申

、
台
徳
院
様
へ 

御
乳
を
上
げ
被
申
た
る
人
と
申
、
主
計
殿
の
御
母
儀
の
事
に 

候
得
ば
、
公
儀
に
も
御
太
切
に
被
成
、
世
上
の
用
ひ
も 

有
之
、
常
に
は
御
城
内
に
居
住
あ
ら
れ
候
と
也
、
此
人
の
方
へ 

神
尾
が
娘
を
預
け
置
候
子
細
に
依
て
、
中
将
殿
を
被
致 

懐
胎
、
月
も
重
り
候
に
付
、
親
許
へ
下
り
、
慶
長
十
六
年
五
月 

② 七
日
、
平
産
の
處
に
、
御
若
子
様
の
御
事
故
、
御
䑓
様
の 

御
手
前
を
別
て
恐
入
、
神
尾
一
家
の
者
共
申
合
、
随
分
と 

沙
汰
な
し
に
御
養
育
申
上
候
得
共
、
次
第
に
御
成
長
被
成 

御
三
歳
に
御
成
候
て
は
、
独
り

あ
る
き
を
被
成
候
に
付
近
所
あ
た 

り
の
者
共
は
、
右
の
様
子
を
ひ
そ
か
に
傳
へ
承
居
申
候
へ
ば
、 

天
下
の
御
若
子
様
の
御
事
に
候
へ
ば
、
冥
加
の
為
に
、
御
抱 

上
げ
見
申
度
な
ど
と
て
色
々
の
御
持
遊
び
物
等
を
指 

上
に
付
、
夫
を
よ
き
事
に
被
成
、
ひ
た
と
門
外
へ
御
出
に
付
、 

追
日
取
沙
汰
と
罷
成
神
尾
居
所
は
神
田

白
銀
丁
町
屋
の
由

若
も
御
䑓
様
へ 

相
聞
へ
候
に
於
て
は
、
只
大
方
の
儀
に
て
は
有
之
間
敷
、
と
か
く 

此
町
中
に
は
置
参
ら
す
る
儀
は
成
間
敷
旨
、
神
尾
一
家
の 

者
共
相
談
い
た
し
、
御
三
歳
の
三
月
二
日
、
幸
主
計
頭
殿 

方
へ
御
姥
の
局
宿
下
り
あ
ら
れ
候
を
聞
合
、
御
母
儀 

に
は
、
主
計
殿
の
奥
向
日
頃
案
内
の
儀
な
れ
ば
、
御
う
ば
の 

局
の
御
入
候
處
へ
、
直
に
御
供
被
申
候

に
付
、
御
う
ば
の
局
に
も 

殊
の
外
な
る
悦
に
て
、
主
計
殿
を
御
呼
候
へ
ば
、
早
速
参
り
、 

手
を
清
め
抱
上
げ
被
申
、
則
御
う
ば
の
局
と
内
談
あ
ら
れ
、 

其
日
登
城
の
上
、
被
相
伺
、
則
土
井
大
炊
頭
殿
と
同
道 

に
て
、
御
城
よ
り
直
に
田
安
御
比
丘
尼
屋
敷
の
内
に
居 

被
申
候
見
性
院
殿
方
へ
御
越
の
由
、
此
人
の
儀
は
、
穴
山 

梅
雪
の
後
室
に
て
、
武
田
信
玄
の
息
女
に
て
候
を
、 

権
現
様
御
代
よ
り
御
念
頃
に
被
遊
、
武
州
の
内
、
大
真
木 

と
申
所
に
て
知
行
六
百
石
被
下
置
候
と
也
、
右
見
性
院
殿 

方
へ
両
人
衆
を
以
て
御
内
意
有
之
、
翌
日
三
日
、
主
計
頭

殿 

宅
よ
り
直
に

田
安
へ
御
引
移
り
、
當
分
の
儀
は
、
武
田
幸
松
殿
と 

申
、
見
性
院
殿
御
養
子
分
也
、
去
に
依
て
、
其
年
の
五
月 

節
句
の
の
ぼ
り
な
ど
に
も
、
上
に
は
葵
の
御
紋
、
下
に
は 

武
田
菱
を
付
候
様
に
と
、
見
性
院
殿
差
図
被
有
候
と
な
り 
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③ 其
頃
御
家
へ
被
召
出
候
甲
州
衆
餘
多
有
之
、
何
れ
も
見 

性
院
殿
へ
御

機
嫌
伺
と
し
て
被
参
候
、
中
に
も
保
科 

肥
後
守
正
光
と
申
た
る
人
の
儀
は
、
取
分
見
性
院
殿
儀 

を
大
節
（
切
）

に
被
致
候
を
以
て
、
或
時
見
性
院
殿
、
肥
後
守
殿

へ
御
申
候
は
、 

定
て
其
許
に
も
御
聞
及
び
の
儀
も
可
有
候
、
我
等
方
に 

大
切
な
る
御
人
を
三
四
年
已
来
よ
り
預
り
居
申
事
に
候
、 

御
息
才
（
災
）

に
は
御
成
人
候
へ
と
も
、
高
き
も
賤
き
も
武
士
の 

子
の
七
才
よ
り
上
の
そ
だ
ち
は
大
事
の
事
に
候
處
に
、
我
等 

方
女
中

共
計
の
中
に
置
ま
い
ら
せ
候
て
は
、
御
そ
だ
ち
の
程 

い
か
が
と
是
の
み
我
等
の

苦
労
に
成
候
に
付
、
其
許
へ
預
ヶ
置
ま
い
ら
す
べ
き

候
間
、
武

士
の
道
を
も
御
心
付
候
様
に
被
成
給
り
候
へ
か
し
と
有
け
れ
ば
、 

肥
後
守

殿
被
申
候
は
、
成
程
安
き
御
事
に
は

候
へ
共
、
大
切
な
る
若 

子
様
の
御
事
に
候
へ
ば
、
其
元
様
よ
り
の
御
頼
と
計
に
て
は
如
何 

と
有
け
れ
ば
、
見
性
院
殿
御
聞
、
尤
の
儀
に
候
間
、
其
段
に
お
い
て
は

我
等 

能
様
に
取
計
可
申
と
の
儀
に
て
、
其
後
見
性
院
殿
方
へ
、
大
炊 

殿
、
主
計
殿
を
被
招
、
委
細
被
申
談
候
得
ば
、
両
人
衆
御
申
候
は
、 

我
等
共
の
心
得
ば
か
り
に
て
は
不
罷
成
候
間
、
折
を
以
て
相
伺 

可
申
と
の
儀
に
て
被
帰
候
が
、
其
後
御
前
へ
被
申
上
、
相
済
候
と
也
、 

其
以
後
、
大
炊
頭
殿
宅
へ
肥
後
守
殿
を
被
呼
、
主
計
頭
殿
列
座
に
て 

被
申
候
は
、
幸
松
殿
御
事
、
其
元
へ
御
預
ヶ
被
成
候
間
、
於
高 

遠
御
成
長
あ
ら
れ
候
様
に
と
被
思
召
候
旨
被
仰
渡
候
に
付
、 

肥
後
守
殿

に
は
高
遠
城
内
三
の
丸
へ
御
部
屋
を
普
請
被 

申
付
、
幸
松
殿
七
歳
の
御
時
、
御
母
子
様
共
に
御
引
越
被
成
候
、 

尤
肥
後
守
殿
に
も
一
ヶ
月
の
内
五
六
度
程
宛
、
定
り
て
御
見 

廻
に
被
参
候
由
、
其
節
、
五
度
に
一
度
も
御
母
公
へ
も
対
面
あ 

ら
れ
候
事
も
有
之
候
と
也
、
右
の
次
第
に
候
へ
ば
、
中
将
殿 

懐
妊
の
内
、
再
嫁
あ
ら
れ
候
な
ど
と
有
之
世
間
沙
汰
は
大
き 

な
る
虚
説
に
候
な
り
、
又
問
曰
、
幸
松
殿
公
辺
御
勤
有
之 

④ 候
は
如
何
様
な
る
御
首
尾
を
以
て
の
儀
に
候
哉
、 

答
曰 

其
節
の
儀
は
駿
河
大
納
言
忠
長
卿
御
繁
昌
に
て
御
入
に
付
、 

何
と
ぞ
幸
松
殿
御
広
め
の
儀
は
御
取
持
被
下
度
旨
、
肥
後 

守
殿
御
願

被
申
に
付
、
然
ば
先
御
対
面
可
被
成
と
の
儀
に
付
、
肥
後
守 

殿
に
は
幸
松
殿
を
駿
府
へ
御
同
道
被
申
候
處
に
、
忠
長
卿 

御
対
面
の
上
、
御
相
伴
に
て
御
饗
応
有
之
、
其
上
馬
・
鷹
・
時
服
・ 

白
銀
等
、
御
音
物
の
上
に
、
葵
の
御
紋
付
候
御
小
袖
御
手
に 

も
た
せ
、
此
小
袖
は
権
現
様
の
御
召
被
遊
候
呉
服
に
候
、 

其
元
儀
も
追
付
目
出
度
御
紋
等
を
も
御
免
あ
ら
れ
候 

様
に
と
祝
候
て
遣
候
と
の
仰
に
て
、
御
手
づ
か
ら
幸
松
殿
へ 

御
渡
被
成
候
と
也
、
然
共
御
名
乗
の
儀
、
埒
明
兼
候
處
に 

寛
永
六
年
六
月
に
至
り
、
初
て
御
目
見
被
仰
付
、
同
八
年 

十
月
七
日
、
肥
後
守
正
光
被
致
死
去
候
處
に
、
六
日
目
十
二
日
に 

至
り
、
保
科
民
部
を
初
め
、
家
老
役
の
者
五
人
を
、
酒
井 

雅
楽
頭
殿
御
宅
へ
被
召
呼
、
土
井
大
炊
頭
殿
列
座
に
て 

高
遠
の
城
地
の
儀
、
幸
松
丸
へ
被
下
置
の
旨
被
仰
渡
、 

同
十
八
日
幸
松
殿
登
城
、
五
人
の
家
老
共
儀

も
御
目
見 

被
仰
付
、
同
廿
日
幸
松
殿

元
服
あ
ら
れ
、
同
廿
八
日
被
為
召
被
任 

肥
後
守
に
、
御
腰
物
拝
領
被
仰
付
、
先
肥
後
守
死
去
の
後
、
廿
日 

斗
の
内
に
、
右
の
通
被
仰
付
と
有
之
は
、
別
儀
に
あ
ら
ず
、 

幸
松
殿
儀
七
歳
の
御
時
、
保
科
正
光
へ
御
預
ヶ
、
於 

信
州
高
遠
、
御
成
長
あ
ら
れ
候
を
以
て
、
世
上
に
て
は
保 

科
の
家
へ
養
子
に
被
下
置
候
様
に
相
心
得
可
罷
在
か
と
、
思
召 

を
以
て
、
故
肥
後
守
忌
服
を
、
幸
松
殿
へ
御
う
け
被
成
ざ
る 

様
に
と
有
之
て
の
御
事
に
候
由
也
、
又
問
曰
、
幸
松
殿
御
事
は 

故
肥
後
守
殿
被
致
死
去
候
節
、
忌
服
を
御
請
無
之
上
は
、
御
実 

父 

台
徳
院
様
御
他
界
の
節
の
御
忌
服
に
於
て
は 
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⑤ 御
請
な
く
て
は
不
相
叶
儀
に
候
處
に
、
増
上
寺
御
廟
参 

御
普
請
の
御
手
傳
被
仰
付
、
其
御
普
請
中
、
四
月
十
七
日 

の
儀
は
、
権
現
様
の
御
十
七
回
忌
に
御
當
り
被
遊
候
を 

以
て
、
御
普
（
譜
）
代
大
名
方
同
前
に
、
肥
後
守
殿
に
も
参
拝
の
御
暇 

御
申
上
、
日
光
へ
御
越
の
由
、
彼
御
山
の
儀

は
殊
の
外
な
る
忌
服
御
改
め
の 

場
所
に
も
有
之
候
処
に
、
肥
後
守
殿
御
拝
礼
と
有
之
候
段
は
、 

一
圓
相
心
得
難
き
儀
共
に
候
、
其
許
に
は
如
何
被
聞
及
候
哉
、 

答
曰
、
肥
後
守
殿
御
事
、
台
徳
院
様
の
御
子
様
と 

於
有
之
は
御
紛
れ
も
無
御
座
候
得
共
、
未
御
連
枝
の
御
廣 

め
の
被
仰
出
も

無
之
候

に
付
、
御
譜
代
大
名
衆
並
に
日
光
御
宮 

拝
参
の
御
願
ひ
御
申
上
候
處
に
、
早
速
御
暇
被
下
候
處
、
五 

月
に
至
り
發
足
あ
ら
れ
、
日
光
今
市
の
旅
宿
迄
御 

越
候
處
に
、
江
戸
表
よ
り
宿
継
の
飛
脚
到
来
、
御
老
中 

方
よ
り
奉
書
を
以
て
、
其
許
儀
は
重
服
の
儀
に
候
へ
ば
、
登
山 

無
用
に
仕
、
早
々
罷
帰
候
様
に
と
有
之
に
付
、
北
条
采
女
と
申 

家
老
を
名
代
に
て
御
太
刀
献
上
有
之
、
江
戸
へ
帰
宅
あ 

ら
れ
候
と
な
り
、
是
よ
り
已
後
肥
後
守
殿
儀
を
、
世
上
に
於
て 

も
目
を
付
か
へ
崇
敬
い
た
し
、
定
て
近
き
内
に
御
連
枝 

の
御
廣
め
な
ど
を
も
可
被
仰
出
哉
と
取
沙
汰
仕
候
處
に
、 

其
沙
汰
は
無
之
、
寛
永
十
三
年
に
至
り
、
鳥
居
左
京
亮
殿 

死
去
の
跡
、
羽
州
最
上
の
城
地
上
ヶ
候
節
、
十
七
万
石
の
御
加 

増
に
て
、
都
合
二
拾
万
石
に
被
遊
、
所
替
被
仰
付
候
節
、
土
井 

大
炊
頭
殿
を
被
為
召
、
今
度
肥
後
守
最
上
へ
引
移
候
に
、
俄 

大
名
の
儀
な
れ
ば
、
人
に
事
を
欠
べ
き
間
、
心
を
添
遣
し 

候
様
に
と
上
意
に
付
、
最
上
城
請
取
の
節
、
大
炊
殿
の 

侍
・
足
軽
、
長
柄
の
者
以
下
数
輩
加
勢
有
之
、
最
上
の
城 

門
所
々
の
番
を
勤
居
申
内
に
、
鳥
居
家
を
浪
人
仕
た
る 

侍
・
足
軽
等
迄
も
肥
後
守
殿
へ

召
抱
給
ひ
、
高
遠
よ
り
家
中
の 

⑥ 者
も
引
越
候
、
已
後
、
大
炊
頭
殿
家
頼
共
罷
帰
候
節
、
諸
番 

所
に
飾
置
候
武
具
等
の
儀
に
お
い
て
は

其
侭
差
置
帰
候
様
に
と 

大
炊
頭
皆
堅
く

申
付
候
由
、
頭
役
の
者
共
申
に
付
、
其
通
り
に
留 

置
れ
、
只
今
に
至
り
、
水
車
の
紋
所
付
候
兵
具
、
會
津 

城
中
に
有
之
候
と
也
、
夫
よ
り
六
、
七
年
も
過
候
て
、
加
藤
式
部 

少
輔
殿
身
上
果
候
節
、
肥
後
守
殿
儀
、
御
加
増
三
万
石
并 

南
山
五
万
石
余

の
所
、
私
領
同
前
に
仕
置
等

申
付
候
様
に
と
の
儀
に
て 

御
預
け
、
都
合
二
十
八
万
石
の
知
行
高
被
仰
付
、
會
津
へ 

被
遣
候
得
共
、
御
連
枝
の
御
廣
め
と
て
は
被
仰
出
も
無 

御
座
候
は
、
駿
河
殿
に
深
々
御
こ
（
懲
）
り
被
遊
候
と
の
御
事 

故
と
、
其
時
代
専
ら
下
説
に
は
申
觸
候
と
也
、
或
時
堀
田 

加
賀
守
殿
、
肥
後
守
殿
へ

御
申
候
は
、
此
間
私
へ
上
意
被
遊 

候
ら
ば
、
保
科
の
家
へ
相
傳
り
た
る
諸
色
の
儀
は
、
も
は
や
肥 

後
守
方
へ
指
置
候
て
も
不
入
事
に
候
間
、
保
科
弾
正
方
へ 

遣
し
候
へ
か
し
と
の
御
事
に
候
、
左
様
に
被
成
可
然
と
有
之
候
へ
ば
、 

肥
後
守
御
申
候
は
、
左
様
の
上
意
に
も
有
之
候
へ
ば
、
無 

残
弾
正
方
へ
可
遣
候
、
去
な
が
ら
権
現
様
よ
り
先
祖
弾
正 

左
衛
門
へ
被
下
置
候
御
判
物
の
儀
は
、
手
前
に
指
置
申
度 

儀
に
候
と
有
之
候
へ
ば
、
加
賀
守
殿
御
聞
候
て
、
左
様
の
物
共
に
（
も
） 

不
残
被
遣
御
尤
に
候
と
の
儀
に
付
、
保
科
家
傳
来
物
共
は 

悉
く
取
集
め
、
北
条
采
女
を
以
て
、
弾
正
殿
方
へ
御
送
り 

候
へ
ば
、
弾
正
殿
に
も
殊
の
外
成
御
悦
に
て
、
使
者
に
罷
越
候
采
女 

へ
も
腰
物
な
ど
給
り
候
と
也
、
此
儀
、
世
上
へ
も
相
聞
候
を
以
て
、 

扨
は
近
き
内
に
御
廣
め
抔
も
可
被
仰
出
哉
と
沙
汰
仕 

候
由
に
候
へ
共
、
其
儀
も
無
御
座
候
と
也
、 

同
問
曰
、
大
猷
院
様 

御
代
に
こ
そ
御
廣
め
御
延
引
被
遊
候
と
も
、
厳
有
院
様 

御
代
に
至
り
候
て
は
、
正
敷
御
叔
父
様
の
御
事
に
も
有
之
候
へ
ば
、 

御
一
門
の
廣
め
等
を
も
可
被
仰
出
儀
に
御
座
候
處
に
、
終
に
左
様
の 



へ 

 

⑦ 御
沙
汰
も
無
御
座
候
は
、
何
と
ぞ
子
細
抔
も
有
之
た
る
儀
に 

候
哉
、
答
曰
、
我
等
承
及
び
候
は
、
大
猷
院
様
御
事
、 

慶
安
四
年
四
月
廿
日
御
他
界
被
遊
候
少
し
前
、
堀
田
加
賀 

守
殿
を
以
て
、
肥
後
守
殿
を
御
寝
所
へ
被
為
召
、
肥
後 

守
殿
御
手
を
御
握
り
被
遊
、
大
納
言
事
を
頼
ぞ
と 

上
意
被
遊
候
に
付
、
肥
後
守
殿
被
承
、
私
斯
て
罷
在
候
上
は 

御
心
安
可
被
思
召
旨
、
御
請
被
申
上
候
へ
ば
、
手
を
御
放
し 

被
遊
候
に
付
、
肥
後
守
殿
に
は
十
方
に
く
れ
御
入
候
處
に
、 

加
賀
守
殿
御
後
の
方
よ
り
、
し
き
り
に
手
を
御
ふ
り
候
に
付
、 

 

御
前
を
退
出
あ
ら
れ
、
御
表
へ
出
ら
れ
候
、
其
時

、
肥
後
守
殿
の 

顔
付
（
色
）

を
列
座
の

衆
中
、
被
及
見
候
て
、
扨
は
御
太
切
の
御
容
躰
と 

各
心
付
被
申
候
処
に
、
夫
よ
り
間
も
な
く
、
加
賀
守
殿
御
出 

あ
ら
れ
、
只
今
御
他
界
被
遊
候
旨
御
廣
め
有
之
候
て 

其
儘
肥
後
守
殿
に
は
西
の
御
丸
へ
登
城
あ
ら
れ
、
夫
よ
り 

昼
夜
三
日
が
間
、
帰
宅
無
之
候
処
に
、
大
納
言
様
よ
り 

上
意
の
旨
に
て
、
此
間
打
続
相
詰
罷
在
候
由
、
大
儀
に
被
思
召
候
、 

罷
帰
り
休
足
い
た
し
候
様
に
と
、
松
平
和
泉
守
殿
を
以
て 

被
仰
出
候
に
付
、
帰
宅
あ
ら
れ
候
と
也
、
扨
宅
に
於
て
家
来 

添
嶋
武
左
衛
門
と
申
大
納
戸
役
の
者
を
御
呼
有
之
、
先
年 

駿
河
大
納
言
殿
よ
り
被
下
候
権
現
様
御
召
の
御
小 

袖
を
取
出
し
、
持
参
仕
候
様
に
と
有
之
に
付
、
持
参
候
處 

頂
戴
あ
ら
れ
、
此
御
小
袖
を
細
工
人
に
申
付
、
具
足
の 

下
着
に
仕
立
さ
せ
可
申
候
、
残
る
切
れ
、
中
綿
の
餘
り
抔
を
ば 

灰
に
い
た
し
、
其
方
品
川
沖
へ
被
持
行
、
海
へ
流
し
候 

様
に
御
申
候

と
也
、
爰
を
以
て
考
候
へ
ば
、
右
の
御
遺
言
に
付
、
最
早 

御
連
枝
御
廣
め
の
儀
も
思
ひ
絶
、
是
を
（
迄
）

と
御

覚
悟
あ
ら 

れ
、
其
身
を
人
臣
の
場
に
御
差
置
、
御
奉
公
を
専
一
と
の 

 

⑧ 御
事
に
候
哉
と
、
家
中
に
於
て
も
心
有
者
共
は
申
合
候 

と
也
、
去
に
依
て
数
十
年
が
間
、
天
下
の
大
政
、
大
勢 

に
心
身
を
労
せ
ら
れ
、
老
年
の
以
後
、
病
氣
を
以
て 

職
を
被
辞
、
御
息
へ
家
督
を
譲
り
給
ふ
、
一
首
の 

古
歌
を
自
筆
に
書
調
へ

、
筑
前
守
殿

へ
御
渡
し
あ
ら
れ 

候
と
也 

 

身
は
老
ぬ 

行
末
遠
く 

つ
か
へ
よ
と 

子
を
お
も
ふ
道
も 

君
を
社 こ

そ

思
ふ 

右
筑
前
守
殿
に
は
早
世
あ
ら
れ
、
當
肥
後
守
殿
家
督
の
以
後 

常
憲
院
様
御
代
に
至
り
候
て
、
故
中
将
殿
儀
出
生
以
後 

七
歳
迄
の
儀
は
、
御
當
地
田
安
に
於
て
御
成
長
あ
ら
れ
、 

肥
後
守
正
光
死
去
の
砌
は
、
台
徳
院
様
の
上
意
を
以
て 

幸
松
殿
へ
忌
服
を
御
懸
不
被
遊
、
台
徳
院
様
御
他
界 

の
節
は
、
大
猷
院
様
の
思
召
を
以
て
御
忌
服
を
御
勤 

あ
ら
れ
候
様
に
と
被
仰
出
候
次
第
な
ど
、
子
細
有
之
、
委
（
悉
）

く 

達
上
聞
候
を
以
て
御
称
号
、
御
紋
等
を
も
御
免
被
遊 

御
家
門
に
被
仰
付
候
と
な
り 

 


